
＜指導の件数＞

＜指導の違反区分別の状況＞

注︓１件の指導の中で複数区分で違反となった事例があり、違反区分数の合計は指導件数と⼀致しない。

＜指導の対象となった事業者の業種＞

令和４年度下半期 ２８ １７ ７ ０ ５２

⽜の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
の流通段階における違反に係る指導の件数等

令 和 ５ 年 ６ ⽉
農 林 ⽔ 産 省

　⽜の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の、流通段階における違反に係る令和４年度
下半期（令和４年10⽉〜令和５年３⽉）の指導の件数等は、以下のとおりです。

上半期 下半期
計

（参考）
（４⽉〜９⽉） （10⽉〜３⽉） 勧告 命令

令和３年度 ３６ ４０ ７６ ２ ０

個体識別番号
等の不表⽰

個体識別番号
等の誤表⽰ 帳簿の不備 その他 計

令 和 ３ 年 度 １３ ６０ ２０ ０ ９３

令和４年度下半期 ９ ３２ １６ ６ ６３

（資料）令和４年下半期における指導の状況

令和４年度 ５０ ５２ １０２ １

令和４年度上半期 ３２ ９ ７

令 和 ３ 年 度 ４７ ２２ ７ ０

２ ５０

０

令和４年度上半期 ７ ４２ １６ ０ ６５

７６

⼩売店 中間流通業者 特定料理
提供業者 その他 事業者計



事業者
所在地 主な業種※ 品⽬※

茨城 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

神奈川 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

宮城 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

東京 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

令和４年度下半期における指導の状況
（令和４年10⽉）

主な違反内容

⼤阪

宮崎

⼩売業者

⼩売業者

資料

※ ⽤語の説明

• 特定⽜⾁とは、⽜個体識別台帳に記録された⽜から得られた⽜⾁であって、枝⾁・部分⾁・精⾁が
該当します。（⽜⾁加⼯品、ひき⾁、⽜⾁の整形に伴い副次的に得られた、くず⾁は除く）

• 特定料理とは、「焼き⾁」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」です。

• 特定料理提供業者とは、主として特定料理を提供する事業者です。



事業者
所在地 主な業種※ 品⽬※

特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

神奈川 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

福岡 卸売業者 特定⽜⾁ 帳簿の不備

茨城 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

⼭⼝ ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

北海道 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

兵庫 特定料理
提供業者 特定⽜⾁ 帳簿の不備

⼤阪 特定料理
提供業者 特定⽜⾁ 帳簿の不備

千葉 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

東京 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

神奈川

⼭形

卸売業者

⼩売業者

主な違反内容

令和４年度下半期における指導の状況
（令和４年11⽉）

※ ⽤語の説明

• 特定⽜⾁とは、⽜個体識別台帳に記録された⽜から得られた⽜⾁であって、枝⾁・部分⾁・精⾁が
該当します。（⽜⾁加⼯品、ひき⾁、⽜⾁の整形に伴い副次的に得られた、くず⾁は除く）

• 特定料理とは、「焼き⾁」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」です。

• 特定料理提供業者とは、主として特定料理を提供する事業者です。



事業者
所在地 主な業種※ 品⽬※

京都 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

宮崎 特定料理
提供業者 特定料理 個体識別番号等の誤表⽰

神奈川 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

⿃取 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

茨城 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備
三重 ⼩売業者

令和４年度下半期における指導の状況
（令和４年12⽉）

主な違反内容

※ ⽤語の説明

• 特定⽜⾁とは、⽜個体識別台帳に記録された⽜から得られた⽜⾁であって、枝⾁・部分⾁・精⾁が
該当します。（⽜⾁加⼯品、ひき⾁、⽜⾁の整形に伴い副次的に得られた、くず⾁は除く）

• 特定料理とは、「焼き⾁」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」です。

• 特定料理提供業者とは、主として特定料理を提供する事業者です。



事業者
所在地 主な業種※ 品⽬※

静岡 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

静岡 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

特定料理 個体識別番号等の不表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

福井 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

兵庫 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

兵庫 特定料理
提供業者 特定料理 個体識別番号等の不表⽰

秋⽥ ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

埼⽟ 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

愛知 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

兵庫 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号の表⽰が不明瞭

⼤阪

佐賀

特定料理
提供業者

⼩売業者

令和４年度下半期における指導の状況
（令和５年１⽉）

主な違反内容

※ ⽤語の説明

• 特定⽜⾁とは、⽜個体識別台帳に記録された⽜から得られた⽜⾁であって、枝⾁・部分⾁・精⾁が
該当します。（⽜⾁加⼯品、ひき⾁、⽜⾁の整形に伴い副次的に得られた、くず⾁は除く）

• 特定料理とは、「焼き⾁」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」です。

• 特定料理提供業者とは、主として特定料理を提供する事業者です。



事業者
所在地 主な業種※ 品⽬※

愛知 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

福井 特定料理
提供業者 特定料理 個体識別番号等の誤表⽰

福岡 卸売業者 特定⽜⾁ 帳簿の不備

特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備

⼤阪 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

令和４年度下半期における指導の状況

東京

福岡

茨城

⼩売業者

卸売業者

卸売業者

（令和５年２⽉）

主な違反内容

※ ⽤語の説明

• 特定⽜⾁とは、⽜個体識別台帳に記録された⽜から得られた⽜⾁であって、枝⾁・部分⾁・精⾁が
該当します。（⽜⾁加⼯品、ひき⾁、⽜⾁の整形に伴い副次的に得られた、くず⾁は除く）

• 特定料理とは、「焼き⾁」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」です。

• 特定料理提供業者とは、主として特定料理を提供する事業者です。



事業者
所在地 主な業種※ 品⽬※

⼤阪 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

⼭⼝ ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

⼤阪 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

⼤阪 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

和歌⼭ 卸売業者 特定⽜⾁ 帳簿の不備

佐賀 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

岐⾩ 卸売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

沖縄 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

⼭⼝ 特定料理
提供業者 特定料理 個体識別番号等の誤表⽰

宮城 ⼩売業者 特定⽜⾁ 個体識別番号等の誤表⽰

特定⽜⾁ 個体識別番号等の不表⽰

特定⽜⾁ 帳簿の不備
神奈川 卸売業者

令和４年度下半期における指導の状況
（令和５年３⽉）

主な違反内容

※ ⽤語の説明

• 特定⽜⾁とは、⽜個体識別台帳に記録された⽜から得られた⽜⾁であって、枝⾁・部分⾁・精⾁が
該当します。（⽜⾁加⼯品、ひき⾁、⽜⾁の整形に伴い副次的に得られた、くず⾁は除く）

• 特定料理とは、「焼き⾁」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」です。

• 特定料理提供業者とは、主として特定料理を提供する事業者です。


